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管理者による不祥事に関する申し入れ

今年１月、新大阪駅助役による制服紛失や１月２２日の出勤遅延、３月１日の大阪第一

運輸所当直助役の出勤遅延などの管理者による不祥事が連続して発生している。

職場ではこれらの事象について事実が明らかにされていない。よって以下の通り申し入

れるので協議の場を設定すること。

記

１．１月、新大阪駅の助役が制服を紛失し、さらには本人が虚偽報告と事実隠蔽していた

とする事象について事実を明らかにすること。

２．３月に新大阪駅社員のみに実施されている制服の点検「貸与被服類の確認について」

は新大阪駅助役が制服を紛失したことと関連があるのか。明らかにすること。

３．１月２２日、新大阪駅の助役が出勤遅延となった事象について、事実を明らかにする

こと。

４．１月２２日の事象は、本人が出勤しようと新幹線に乗車した通勤途上において発生し

た「沿線火災」によって「出勤遅延」となった事象であり、通勤障害の扱いとするべき

であると考える。会社の見解を明らかにすること。

５．３月１日、大阪第一運輸所当直助役が出勤遅延となった事象について明らかにするこ

と。

６．上記の３件の管理者の不祥事の事象について、職場では事実が明らかにされていない。

明らかにされない理由を説明すること。

７．事実を明らかにしないのは、不祥事を発生させた管理者の事実を隠蔽しようという会

社の姿勢であり、ここに厳重に抗議する。会社の見解を明らかにすること。

８．管理者、一般社員の分け隔てなく社員の不祥事については本人への責任追及を止め原

因究明の姿勢に改めること。
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